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教育民生常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。 

 

議案第１０８号 令和７年度岩国市一般会計補正予算（第２号） 

議案第１２４号 令和７年度岩国市一般会計補正予算（第３号） 

以上２議案のうち、本委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきも

のと決しました。 

 

議案第１１０号 令和７年度岩国市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

議案第１１１号 令和７年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  

議案第１１２号 令和７年度岩国市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

議案第１１６号 岩国市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

議案第１１８号 岩国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

議案第１１９号 岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例  

議案第１２０号 岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例  

議案第１２５号 令和７年度岩国市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

議案第１２６号 令和７年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

議案第１２７号 令和７年度岩国市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 以上１０議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。 

 

 それでは、審査の状況について、御報告いたします。 

 

議案第１０８号 令和７年度岩国市一般会計補正予算（第２号）のうち、本委員会所管

分の審査におきまして、 

 

民生費の障害者福祉費の障害者総合支援費の介護・訓練等給付費に関し、 

委員中から、「当初予算から約１億６,４００万円の増額補正となっている。全体から見る

と約４．６％の増加となるが算定根拠を伺う。利用者数や利用日数について、当初の見込

みからどれだけ増加があったのか」との質疑があり、 

 当局から、「主なもので、まず、ホームヘルプの居宅介護については、当初の月平均

１３７人の見込みに対して、今年度実績が１５１人で、月平均１４人の増加。補正額とし

ては１,６０１万７,０００円の増額となる。 

次に、デイサービスの生活介護については、当初の月平均３８３人の見込みに対して、

今年度実績が３８７人で、月平均４人の増加。1 人当たり月２３日まで利用できる関係か

ら、補正額としては４,１７７万５,０００円の増額となる。 

次に、就労継続支援Ｂ型については、月平均３５３人の見込みに対して、今年度実績が

３６７人で、月平均１４人の増加。補正額としては２,９６５万４,０００円の増額となる。 

最後に、施設入所支援については、月平均２３８人の見込みに対して、今年度実績が

２３５人で、利用者数としては、月平均３人の減少であるが、単価が上がっていることか
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ら、補正額としては５,７１５万２,０００円の増額となる」との答弁がありました。 

 

本議案のうち、本委員会所管分につきましては、慎重審査の結果、全会一致で可決すべ

きものと決しました。 

 

次に、議案第１１６号 岩国市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の審査におきまして、 

 

 委員中から「法改正により、令和８年度から、こども誰でも通園制度が開始となるが、

実施を予定している市内事業者の数と子供の利用見込み人数をどのように見込んでいるの

か」との質疑があり、 

当局から、「現在、実施を検討されている事業者は１５園と聞いている。子供の利用見

込み人数について、対象を６か月から３歳未満児とした場合、現時点での推定人数が約

１,７００人で、そのうち、既に保育園等に通園している人数が約１,０００人であること

から、本制度の対象人数は７００人程度であると考えている。予算を計上するに当たって

は、毎月５０人程度の利用を見込んでいる」との答弁がありました。 

これを受けて、委員中から、「中山間地域においても、本事業の実施を予定している事

業者があるのか」との質疑があり、 

当局から、「現在は玖西地域、由宇地域及び旧岩国市内にそれぞれ該当がある。玖北地

域については、現在、事業者と調整中であるが、該当がない場合は、公立として実施する

必要があると考えている」との答弁がありました。 

 

本議案につきましては、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。 

以上で、教育民生常任委員会の審査報告を終わります。 


